
○ 精神科病院で入院治療を受けている者については、医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなることを踏まえ、
入院者のうち、家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として、面会交流の機会が少ない等の理由によ
り、第三者による支援が必要と考えられる者に対して、希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした
訪問支援員を派遣するもの。

○ 実施主体は都道府県、政令指定都市（以下、「都道府県等」という。）

入院者訪問支援事業（令和６年度以降）

【訪問支援員】

○ 都道府県知事が認めた研修を修了した者のうち、都道

府県知事が選任した者

○ 支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院

を訪問し、支援対象者の話を誠実かつ熱心に聞く（傾

聴）ほか、入院中の生活に関する相談や、支援対象者が

困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためには

どうすれば良いのかを対象者に情報提供する。

第三者である訪問支援員が、医療機関外
から入院中の患者を訪問し支援

面会交流、支援
傾聴、生活に関する
相談、情報提供 等

第三者による支援が必要

※2人一組で精神科

病院を訪問

精神科病院

【支援対象者】

（１）市町村長同意による医療保護入院者で

あって、本事業による支援を希望する者

（２）地域の実態等を踏まえ、（１）と同等

に支援が必要として都道府県知事が認め、

本事業による支援を希望する者

都道府県等による選任・派遣

（留意点）
・令和6年度より法定事業として位置づけ。（守秘義務等）
・訪問支援員について、特段の資格等は不要。※研修修了は義務
・訪問支援員が対象者に代わって対象者の困りごとを解決することや、
訪問支援員が医療・介護・障害福祉サービスの利用を調整したりサービ
スを自ら提供することは、本事業の支援として意図するものではない。

【入院者訪問支援事業のねらい】
医療機関外の第三者が、支援対象者と会話を交わし、支援対象者

の話を傾聴することにより、様々な思いを受け止め、対象者が自ら
の力を発揮できるよう、対象者の立場に立って寄り添うもの。

※入院者の求めに応じて、都道府県等が派遣を調整

【精神科病院に入院する方々の状況】
医療機関外の者との面会交流が特に途絶
えやすく、
・孤独感や自尊心の低下
・日常的な困りごとを誰かに相談するこ
とが難しい、支援を受けたいが誰に相
談してよいかわからないといった悩み

を抱えることがある。

誰かに相談し
たい、話を聞
いてほしい

孤独感、
自尊心
の低下

精神科病院に入院している支援対象者の自尊心低下、孤独感、日常の困りごと等の解消が期待される。
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新潟県入院者訪問支援事業について 

 

 

１ 事業の進捗状況 

時 期 内 容 

４～７月 ○関係機関への事業説明、協力依頼 

・県精神科病院協会 

・精神科看護協会新潟県支部 

・県精神医療機関協議会 

・精神障害者ピアサポート事業委託事業所、大学等 

○厚生労働省の開催する担当者会議（北関東・北陸・信越

担当者ブロック会議）への出席 

８～10 月 ○訪問支援員養成研修の開催 

【新潟会場】8/27～28（新潟市主催） 

【長岡会場】9/12,9/26 

【佐渡会場】10/1 

○新潟市外の病院・市町村への説明会の開催（9/26） 

11/6～ ○訪問支援員の派遣受付開始 

 

２ 訪問支援員について 

（1） 養成研修の内容（長岡会場の例） 

区分 内 容 

講義等 

 

※講義は厚

労省作成の

動 画 を 活

用。 

・事業の概要（訪問支援の意義や目的・役割等） 

・精神医療の現状と課題 

・入院している人が体験すること 

・訪問支援の実践 

・訪問支援員が知っておくべき資源 

・シンポジウム「入院者訪問支援事業の意義と支援員の役割」 

 県内の精神科病院の院長及び先行自治体で活動している訪

問支援員等によるシンポジウム 

演習 ・グループワーク（訪問支援員の役割について） 

・ロールプレイ（実際の訪問場面） 

（2） 研修修了者数  
新潟会場 長岡会場 佐渡会場 計 

専門職 ７ 11 ２ 20 

当事者 ４ 12 ３ 19 

学生 ３ ３ ０ ６ 

計 14 26 ５ 45 
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（3）訪問支援員登録者数 

区分 人数 圏域別の内訳 

専門職 20 下越６名、新潟（新潟市除く）０名、県央２名、  

中越４名、魚沼１名、上越５名、佐渡２名 

当事者 19 下越４名、新潟（新潟市除く）１名、県央４名、    

中越２名、魚沼０名、上越５名、佐渡３名 

学生 ６ 精神保健福祉士の養成課程のある大学：計６名 

計 45  

            ※専門職と当事者は所属機関等の所在地で分類。 

 

３ 訪問支援の対象者について 

（1） 新潟市外の精神科病院の入院者のうち、市町村長同意による医療保護

入院者であって、本事業による支援を希望する方 

（2） 精神科病院の退院後生活環境相談員等の職員が（1）と同等に支援が必

要として本事業を紹介した入院者であって、本事業による支援を希望

し、県が認めた方 

   【参考】市町村長同意の医療保護入院者数（令和６年度新規入院） 

 

 

 

４ 派遣の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の課題 

（1） 事業の周知について 

・事業の対象となる方にどう情報を届けるか 

（2） 訪問支援員のフォローについて 

・実務者会議において活動状況を共有し、課題を検討することにより 

訪問支援員の困り感の解消や支援の質の向上を図ることが必要 

10代
以下

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 合計

2 0 1 6 9 7 13 17 55



入院者訪問支援事業・事業紹介用チラシ（R7.11作成）

新潟県
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相談

受付

調整

訪問

そうだん

うけつけ

ちょうせい

ほうもん

病院及び市町村の方へ：該当するほうに を入れてお渡しください。
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